
 広報にちなん令和３年４月　  14

□日 ・日時　□場 ・場所　□内 ・内容　□定 ・定員　□申 ・申込み　□問 ・問合せ　□対 ・対象者

　児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助

け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当です｡

○対象者

　母子家庭の母、父子家庭の父、母や父にかわってそ

の児童を養育している方（養育者）

○注意事項

・「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日

　(18歳の年度末)までにある児童をいいます｡

　ただし、一定以上の障がいがある場合は20歳未満ま

　で手当が受けられます。 

・児童扶養手当は、申請により支給が決定される制度です｡

・児童数や所得額、養育費等の条件により支給金額が

　異なります。

・所得制限があります。

※現在受給者の方が改めて申請手続きをする必要はあ

りません。該当すると思われる方は、お気軽にお問い

合わせください。

　特別児童扶養手当は、障がいのある児童のため、身体や精神に障がいのある児童を育てている父や母な

どに支給される手当です。

〇対象者　身体や精神に中等度以上の障がいのある２０歳未満の児童を養育している保護者等。

〇手当額　１級：月額５２，５００円　２級：月額３４，９７０円　（４､８､11月に支給）

〇注意事項

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳とは異なる基準により認定されます。

・ご本人、配偶者または扶養義務者の所得等に応じた支給制限があります。

・児童が施設に入所している場合は対象になりません。

・毎年、所得状況について調べがあります。

□日・日時　□場・場所　□内・内容　□定・定員　□申・申込み　□問・問合せ　□対・対象

福祉保健課から各種手当のお知らせ募集お知らせ

児童扶養手当

　鳥取県西部広域行政管理組合が運営する火葬場「桜の苑」（米子市長砂町）で令和２年６月から実施し

ていました改修工事は、令和３年３月をもって完了しましたのでお知らせします。４月からは通常通り

ご利用いただけます。長期間にわたりご協力をいただき、誠にありがとうございました。

□問 〒689-3403 米子市淀江町西原1129番地１（米子市淀江支所内）

鳥取県西部広域行政管理組合事務局

【改修工事に関すること】TEL：0859-22-7722 FAX：0859-56-3152

【火葬予約に関すること】桜の苑TEL：0859-35-3344

鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場「桜の苑」改修工事完了について募集お知らせ

特別児童扶養手当

　特別障害者手当は、常時特別の介護が必要な

重度の障がいをもつ方の、精神的、物質的な負

担の軽減の一助となるよう支給される手当です｡

〇対象者

　重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の

介護を必要とする２０歳以上の在宅の方。

〇手当額

　月額２７，３５０円（５､８､11､２月に支給）

〇注意事項

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健

　福祉手帳とは異なる基準により審査のうえ認

　定されます。

・ご本人、配偶者または扶養義務者の所得等に

　応じた支給制限があります。

・施設に入所している方、病院や診療所に３か

　月以上入院している方は対象になりません。

・毎年、所得状況についての調べがあります。

特別障害者手当
□問 役場 福祉保健課 TEL：82-0374


